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方法論 EN-S-012(ver.1.1) 電気自動車の導入 

方法論番号 EN-S-012 Ver.1.1 

方法論名称 電気自動車の導入 

 

＜方法論の対象＞ 

 本方法論は、電気自動車を導入することにより、化石燃料の使用量を削減する排出削減活動を

対象とするものである。 

 

 

１．適用条件 

本方法論は、次の条件を満たす場合に適用することができる。 

 条件 1：ベースラインの自動車よりも低炭素型の電気自動車を導入すること。 

 

＜適用条件の説明＞ 

条件 1： 

ここでの「低炭素」とは、エネルギー消費効率と燃料又は電力の排出係数から算出した、単位走

行距離当たりの CO2 排出量（tCO2/km）が低下することをいう。 

なお、プラグインハイブリッドカー等電力以外を使用する車両を導入する場合又はプロジェクト

実施前にバイオマス燃料専用車が使用されている場合には、本方法論を適用できない。 

ベースラインの自動車には、それぞれ以下を想定する。 

（1）自動車を更新するプロジェクトの場合 

ベースラインの自動車は、更新前の自動車である。 

ただし、自動車を更新する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合には、自動車を新規

導入するプロジェクトとしなければならない。 

①更新前の自動車のエネルギー消費効率等の仕様が取得できない場合 

②故障若しくは老朽化等により更新前の自動車を継続利用できない場合又は継続利用できても導

入から法定耐用年数の 2 倍を超えている場合 

 

（2）自動車を新規導入するプロジェクトの場合 

ベースラインの自動車は、標準的な自動車である。 

標準的な自動車は、原則として、以下のように設定するが、プロジェクトにより導入される設備

が代替し得る設備に係る一般的な状況（設備の普及状況及び設備投資の経済性）及び当該プロジェ

クト固有の状況を踏まえた合理的な説明ができる場合はこの限りではない。 

①設備群の特定 

ガソリン自動車とする。 

②設備の特定 

プロジェクトにより導入される電気自動車のボディ形状、車体寸法及び出力等を勘案し、同等

のクラスのガソリン自動車とする。 

③設備効率の設定 
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トップランナー基準を活用する。 

 

 

2．排出削減量の算定 

PJBL EMEMER   （式 1） 

記号 定義 単位 

ER 排出削減量 tCO2/年 

EMBL ベースライン排出量 tCO2/年 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

 

＜排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動＞ 

項 排出活動 温室効果ガス 説明 

ベースライン 

排出量 

自動車の使

用 
CO2 

【主要排出活動】 

ベースラインの自動車の使用に伴う化石燃料の使用によ

る排出量 

プロジェクト

実施後 

排出量 

電気自動車

の使用 
CO2 

【主要排出活動】 

プロジェクト実施後の電気自動車の使用に伴う電力の使

用による排出量 
 

 

 

3．プロジェクト実施後排出量の算定 

 tyelectricitPJPJ CEFELEM ,  （式 2） 

記号 定義 単位 

EMPJ プロジェクト実施後排出量 tCO2/年 

ELPJ プロジェクト実施後の電気自動車における電力使用量 kWh/年 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

 

 

4．ベースライン排出量の考え方 

本方法論におけるベースライン排出量は、プロジェクト実施後の走行距離を、プロジェクト実施後の

電気自動車ではなく、ベースラインの自動車で走行する場合に想定される CO2 排出量とする。 
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PJBL DD   （式 3） 

PJPJPJ BUELD   （式 4） 

記号 定義 単位 

DBL ベースラインの自動車の走行距離 km/年 

DPJ プロジェクト実施後の電気自動車の走行距離 km/年 

ELPJ プロジェクト実施後の電気自動車における電力使用量 kWh/年 

BUPJ プロジェクト実施後の電気自動車のエネルギー消費効率 km/kWh 

 

＜補足説明＞ 

 計量器を用いて、プロジェクト実施後の電気自動車の走行距離（DPJ）を計測できる場合は、直

接計測した DPJを用いることができる。 

 

 

５．ベースライン排出量の算定 

fuelBLfuelBL

BL

BLBL CEFHV
BU

DEM ,,

1
  （式 5） 

記号 定義 単位 

EMBL ベースライン排出量 tCO2 /年 

DBL ベースラインの自動車の走行距離 km/年 

BUBL ベースラインの自動車のエネルギー消費効率 km/kL, km/Nm3等 

HVBL,fuel ベースラインの自動車で使用する燃料の単位発熱

量 

GJ/kL, GJ/Nm3等 

CEFBL,fuel ベースラインの自動車で使用する燃料の単位発熱

量当たりの CO2 排出係数 

tCO2/GJ 

 

 

６．モニタリング方法 

ベースライン排出量とプロジェクト実施後排出量を算定するために必要となる、モニタリング項目及

びモニタリング方法例等の一覧を下表に示す。プロジェクト計画書の作成時には、選択した算定式に応

じてモニタリング項目を特定し、実施規程（プロジェクト実施者向け）及びモニタリング・算定規程に

従い、モニタリング計画を作成する。モニタリング時には、モニタリング計画に従いモニタリングする

こと。 

 

1) 活動量のモニタリング 
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モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

DPJ プロジェクト実施後

の電気自動車の走行

距離（km/年） 

・計測 

・プロジェクト実施後の電力使用量及

びエネルギー消費効率をもとに算

定 

対象期間で累計  

ELPJ プロジェクト実施後

の電気自動車におけ

る電力使用量（kWh/

年） 

・計測 

・電力会社からの請求書をもとに算定 

対象期間で累計  

 

2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

BUPJ プロジェクト実施後

の電気自動車のエネ

ルギー消費効率

（km/kWh） 

・計測 【要求頻度】 

年 1 回以上 

※1 

・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用する。 

― 

BUBL ベースラインの自動

車のエネルギー消費

効率（km/kL, 

km/Nm3等） 

・計測 プロジェクト実施前に 1 回以上 ※1 

※3 ・メーカーの仕様書等に記載されたカ

タログ値を使用（自動車を新規導入

するプロジェクトについては、条件

１で求めた標準的な設備の効率値

を使用） 

― 

HVBL,fuel ベースラインの自動

車で使用する化石燃

料の単位発熱量

（GJ/kL, GJ/Nm3

等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※2 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

CEFBL,fuel ベースラインの自動

車で使用する燃料の

単位発熱量当たりの

CO2 排出係数

（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※2 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係

数（tCO2/kWh） 

・デフォルト値を利用 

CEFelectricity,t = Cmo ･ (1-f (t)) + 

Ca(t)･f (t) 

ここで、 

t : 電力需要変化以降の時間（プロ

ジェクト開始日以降の経過年） 

【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

※4 
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Cmo : 限界電源 CO2 排出係数 

Ca(t) : t 年に対応する全電源 CO2

排出係数 

f (t) : 移行関数 

0   [0≦t<1 年]  

f (t) =    0.5   [1 年≦t<2.5 年] 

             1   [2.5 年≦t] 

・プロジェクト実施者からの申請に基

づき、CEFelectricity,t として全電源

CO2 排出係数を利用することがで

きる 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 

 

＜※1＞ 

 プロジェクト実施前後の車両のエネルギー消費効率（BUPJ及び BUBL）は、原則として、プロ

ジェクト実施前後で統一された測定条件（10・15 モード燃費値、JC08 モード燃費値等）で計

測されたものであることが必要である（カタログ値を使用する場合も同様）。ただし、保守的な

値となる場合はこの限りではない。 

＜※2＞ 

 排出量の算定に用いる燃料の単位発熱量は、高位発熱量（総発熱量）か低位発熱量（真発熱量）

のいずれかに統一することが必要である。また、プロジェクト実施前後で統一するため、低位

発熱量（真発熱量）のデフォルト値を使用する場合は、「モニタリングに係る要求事項」に定め

る換算係数を用いて低位発熱量（真発熱量）を求めること。 

＜※3＞ 

 自動車を新規導入するプロジェクトでは、最新のトップランナー基準を適用すること。 

※以下はトップランナー基準値の例（平成 29 年 2 月 9 日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ガソリン又は軽油を燃料とする乗車定員 10人以下のもの 
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出所：資源エネルギー庁ホームページ 

＜※4＞ 

 自家用発電機による発電電力を用いる場合は、附属書 A に従い電力の CO2 排出係数を求めるこ

と。 

 

 

７．付記 

 本方法論を適用する場合には、経済的障壁を有する蓋然性が高いため追加性の評価は不要とする。 

 

＜妥当性確認に当たって準備が必要な資料一覧＞ 

必要な資料 具体例 

適用条件1を満たすこ

とを示す資料 

・プロジェクト実施後の電気自動車の概要が分かる資料（仕様書等） 

・更新プロジェクトの場合は、プロジェクト実施後の自動車の概要や使用年数等が分か

る資料（仕様書等） 

・新規プロジェクトの場合は、条件1に従って選定したベースラインの自動車の概要が

分かる資料（仕様書等） 

 

＜方法論の制定及び改定内容の詳細＞ 

Ver 制定／改定日 有効期限 内容 

1.0 H25.5.10 H29.1.22 新規制定 

1.1 H29.1.23 － 6. モニタリング方法 

注記※3 についてトップランナー基準改正を踏まえ修正 
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附属書 A：自家用発電機による発電電力を用いる場合の取扱いについて（要求事項） 

プロジェクト実施前後において自家用発電機による発電電力を用いる場合は、電力の CO2 排出係数を

以下の式によって算定する。 

fuelgene

gene

fuelgenegene

tyelectricit CEF
EL

HVF
CEF ,

,

, 


  （式 a-1） 

記号 定義 単位 

CEFelectricity,t 電力の CO2 排出係数 tCO2/kWh 

Fgene 自家用発電機に投入される燃料使用量 t/年, kL/年, Nm3/年等 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の単位発熱量 GJ/t, GJ/kL, GJ/Nm3等 

ELgene 自家用発電機の発電電力量 kWh/年 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入される燃料の CO2 排出係数 tCO2/GJ 

 

電力の CO2 排出係数を算定するために必要となる、モニタリング項目及びモニタリング方法例等を下

表に示す。 

1) 活動量のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

Fgene 自家用発電機に投入

される燃料使用量

（t/年, kL/年, Nm3/

年等） 

・燃料供給会社からの請求書をもとに

算定 

・燃料計による計測 

対象期間で累計  

ELgene 自家用発電機の発電

電力量（kWh/年） 

・電力計による計測 対象期間で累計  

 

2) 係数のモニタリング 

モニタリング項目 モニタリング方法例 モニタリング頻度 注釈 

HVgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の単位発

熱量（GJ/t, GJ/kL, 

GJ/Nm3等） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

CEFgene,fuel 自家用発電機に投入

される燃料の CO2

排出係数（tCO2/GJ） 

・デフォルト値を利用* 【要求頻度】 

検証申請時に最新のものを使用 

 

・ただし、固体燃料又は都市ガスを使

用する場合には、供給会社提供値を

利用 

【要求頻度】 

固体燃料：仕入れ単位ごと 

都市ガス：供給元変更ごと 

 

* 化石燃料の単位発熱量及び排出係数は、供給会社からの提供値又は実測により把握することもできる。この場合、「モニ

タリング・算定規程」に示す要求頻度を満たしてモニタリングを実施すること。 


